
 

民間施設緑化協議フロー 

（福山市みどりのまちづくり条例第１９条第１項） 

 

協議対象 

・建築物の新築（一戸建ての専用住宅を除く） 

      （土地利用面積が１，０００㎡以上） 

・土地の区画形質の変更（その区域の面積が３，０００㎡以上） 

※工場立地法第６条第１項の届出に係るものは協議不要です。 

 

法令に基づく許認可等の申請前に， 

『民間施設緑化計画協議書（様式第１号又は第２号）』２部 

『緑化計画書（様式第３号又は第４号）』１部 提出 

（民間施設緑化基準を参照してください。） 

※電子メール（７MBまで）又は郵送でも提出いただけます。 

 

福山市で内容を確認の上，受理します。 

『民間施設緑化計画協議書』を１部返却します。 

 

 

原則として，建築工事又は造成工事の期間中及び完了直後の植

栽適期内 

 

 

緑化計画書の内容を変更する場合は， 

『民間施設緑化計画変更協議書（様式第６号又は第７号）』２部 

『緑化計画書（様式第３号又は第４号）』１部 提出 

 

 

民間施設緑化基準に適合する場合は，補助金交付の対象となり

ます。詳しくは公園緑地課へお問い合わせください。 

 

 

提出先 福山市公園緑地課 

住 所 〒720-8501 福山市東桜町３番５号 

連絡先 084－928-1096 

Email：kouen-ryokuchi@city.fukuyama.hiroshima.jp 
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